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ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
管
理
職
労
働
者
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
関
係

�

―
管
理
職
労
働
者
の
特
別
規
制
に
係
る
一
考
察
―

稲　

谷　

信　

行

Ⅰ　

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
管
理
職
労
働
者
に
関
す
る
労
働
法
上
の
特
別
規
制
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
制
限

法
理
（
以
下
「
責
任
制
限
法
理
」
と
い
う
）
の
管
理
職
労
働
者
へ
の
適
用
関
係
を
巡
る
議
論
を
素
材
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

管
理
職
労
働
者
と
は
、
部
下
で
あ
る
労
働
者
を
指
揮
監
督
し
、
業
務
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
統
率
・
管
理
す
る
権
限
と
責
任
を
有
す

る
労
働
者
で
あ
る）

（
（

。
管
理
職
労
働
者
は
、
使
用
者
に
雇
用
さ
れ
て
働
く
「
労
働
者
」（
労
基
法
九
条
、
労
契
法
二
条
一
項
、
労
組
法
三
条
）

で
あ
り
な
が
ら
、
各
部
署
の
責
任
者
と
し
て
使
用
者
の
役
割
の
一
部
を
担
う
、「
使
用
者
」
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
る）

（
（

。
こ
の
よ
う
に

労
働
者
性
と
使
用
者
性
と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
管
理
職
労
働
者
は
、
通
常
の
労
働
者
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
た

め
、
労
働
法
上
の
保
護
に
関
し
て
、
通
常
の
労
働
者
と
は
異
な
る
特
別
規
制
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
行
法
で
も
、
労
働
時
間

規
制
に
お
け
る
管
理
監
督
者
の
適
用
除
外
（
労
基
法
四
一
条
二
号）

（
（

）
や
、
労
働
組
合
に
お
け
る
「
利
益
代
表
者
」（
労
組
法
二
条
但
書
一

号
）
と
い
っ
た
特
別
規
制
が
存
在
す
る
。
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本
稿
の
根
本
的
な
問
題
関
心
は
、
こ
の
よ
う
な
管
理
職
労
働
者
の
特
別
規
制
が
、
ど
の
よ
う
な
領
域
で
必
要
と
さ
れ
、
正
当
化
さ
れ
る

の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
現
行
法
で
は
、
上
記
の
労
働
時
間
規
制
及
び
集
団
法
分
野
に
お
い
て
、
管
理
職
労
働
者
の
特
別
規
制
が
法
定
さ

れ
て
い
る
が
、
特
別
規
制
が
必
要
と
な
り
う
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
法
分
野
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
法
で
は
、
こ
れ

ら
の
分
野
に
加
え
て
、
解
雇
規
制
に
お
い
て
も
特
別
規
制
が
法
定
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
労
働
時
間
規
制
や
集

団
法
分
野
以
外
の
領
域
に
お
け
る
特
別
規
制
の
必
要
性
な
い
し
可
能
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

現
代
社
会
に
お
け
る
労
働
者
な
い
し
就
労
者
の
多
様
化
の
中
で
、
労
働
法
を
画
一
的
に
適
用
す
る
の
で
は
な
く
、
労
働
者
や
就
労
者
の

属
性
等
に
応
じ
た
多
元
的
・
段
階
的
な
規
制
手
法
を
検
討
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

（
（

。
そ
し
て
、
管
理
職
労
働

者
の
特
別
規
制
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
多
元
的
・
段
階
的
な
労
働
法
規
制
の
代
表
例
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
管
理
職
労

働
者
の
特
別
規
制
の
あ
り
方
や
可
能
性
に
つ
い
て
よ
り
広
く
検
討
す
る
こ
と
は
、
労
働
法
規
制
の
多
元
化
を
志
向
す
る
上
で
も
参
考
に
な

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
管
理
職
労
働
者
の
特
別
規
制
に
関
す
る
議
論
の
一
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
責
任

制
限
法
理
と
管
理
職
労
働
者
の
適
用
関
係
を
巡
る
議
論
に
着
目
す
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
使
用
者
に
対
す
る
労
働
者
の

損
害
賠
償
責
任
を
制
限
す
る
法
理
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
責
任
制
限
法
理
の
管
理
職
労
働
者
へ
の
適
用
の
有
無
を
巡
っ
て

は
、
判
例
の
立
場
に
変
遷
が
あ
り
、
ま
た
学
説
上
も
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
に
基
づ
く
特
別
規
制
に
つ
い

て
で
は
な
く
、
判
例
法
理
に
対
す
る
特
別
規
制
の
是
非
が
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
労
働
法
に
お
け
る
判
例
法
理
の

重
要
性
に
鑑
み
る
と
、
判
例
法
理
に
対
す
る
特
別
規
制
の
是
非
も
重
要
な
検
討
課
題
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
管
理
職
労

働
者
の
特
別
規
制
に
係
る
研
究
の
一
端
と
し
て
、
こ
の
責
任
制
限
法
理
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
管
理
職
労

働
者
の
特
別
規
制
の
是
非
が
そ
れ
ぞ
れ
主
張
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る）

（
（

。
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以
下
で
は
、
ま
ず
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
労
働
者
の
責
任
制
限
法
理
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
し
た
（
Ⅱ
）
上
で
、
か
か
る
責
任
制
法
理
の

管
理
職
労
働
者
へ
の
適
用
関
係
を
め
ぐ
る
判
例
及
び
学
説
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、ま
と
め
と
し
て
若
干
の
考
察
を

行
う
（
Ⅳ
）。

Ⅱ　

労
働
者
の
責
任
制
限
法
理
の
概
要（
７
）�

１
．
責
任
制
限
法
理
の
原
型

Ｂ
Ｇ
Ｂ
（Bürgerliches�Gesetzbuch

）
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
使
用
者
は
、
労
働
者
が
労
働
契
約
上
の
義
務
に
違
反
し
、
当
該
義

務
違
反
に
つ
い
て
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
（
故
意
又
は
過
失
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
者
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠

償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
、
二
七
六
条
一
項
）。
そ
の
際
、
労
働
者
は
、
完
全
賠
償
の
原
則
（das�Prinzip�

der�T
otalreparation

、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
以
下
）
に
従
い
、
損
害
結
果
全
て
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
使
用
者

の
故
意
又
は
過
失
が
、
損
害
の
発
生
・
拡
大
に
寄
与
し
て
い
る
場
合
に
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
に
よ
り
、
賠
償
額
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る

（
共
働
過
失）

（
（

）。
ま
た
、
使
用
者
の
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
が
違
法
に
侵
害
さ
れ
た
場
合
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
一
項
）
や
、
保
護

法
規
に
違
反
し
た
場
合
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
三
条
二
項
）、故
意
に
公
序
良
俗
に
反
す
る
加
害
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
八
二
六
条
）
に

も
、
使
用
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
生
じ
る）

（
（

。

し
か
し
、労
働
過
程
に
お
い
て
労
働
者
が
過
失
に
よ
っ
て
使
用
者
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
完
全
賠
償
の
原
則
を
貫
く
と
す
る
と
、

労
働
者
に
と
っ
て
非
常
に
過
酷
で
不
公
正
な
結
果
と
な
り
得
る）
（1
（

。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
判
例
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
損
害
賠
償

責
任
の
範
囲
が
制
限
さ
れ
て
き
た
。
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連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
五
七
年
九
月
二
十
五
日
大
法
廷
決
定）
（（
（

は
、労
働
者
が
「
危
険
内
包
労
働
（gefahrgeneigte�A

rbeit

）」
を
遂
行

す
る
際
に
使
用
者
に
与
え
た
損
害
に
つ
い
て
、
労
働
者
の
責
任
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
、
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
は
使
用
者
の

配
慮
義
務
（Fürsorgepflicht

）
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
続
く
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
五
九
年
三
月
十
九
日
判
決）
（1
（

も
、
使
用

者
の
配
慮
義
務
は
、
使
用
者
の
利
益
の
た
め
に
危
険
内
包
労
働
を
遂
行
し
、
と
き
に
ミ
ス
を
犯
す
労
働
者
に
つ
い
て
、
期
待
可
能
な
程
度

で
そ
の
よ
う
な
ミ
ス
の
結
果
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
し
て
、
労
働
者
の
責
任
制
限
を
肯
定
し
た
。
ま
た
、
具
体
的
な
労
働
者

の
責
任
負
担
の
程
度
に
つ
い
て
は
、労
働
者
の
有
責
性
の
程
度
に
応
じ
た
（
つ
の
区
分
に
基
づ
き
決
定
さ
れ
る
も
の
と
し
た）
（1
（

。
す
な
わ
ち
、

労
働
者
に
故
意
ま
た
は
重
過
失
（grobe�Fahrlässigkeit

）
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
労
働
者
は
完
全
な
責
任
を
負
う
。
こ
れ
に
対
し

て
、
労
働
者
が
通
常
過
失
（norm

ale�Fahrlässigkeit

）
に
よ
り
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
使
用
者
と
労
働
者
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
責
任
割
合
に
応
じ
て
損
害
を
負
担
す
る
。
そ
の
際
、
損
害
原
因
と
損
害
結
果
に
関
す
る
全
て
の
事
情
が
、
公
平
の
原
則
や
期
待
可
能
性

の
観
点
か
ら
衡
量
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
負
担
の
割
合
が
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
最
軽
過
失
（leichteste�Fahrlässigkeit

）
が
認
め

ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
労
働
者
は
完
全
に
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
（1
（

。
な
お
、
判
例
に
お
い
て
責
任
制
限
の
前
提
条
件
と
さ
れ

た
「
危
険
内
包
労
働
」
と
は
、
そ
の
労
働
の
特
性
上
、
注
意
深
い
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
人
間
の
不
完
全
性
に
鑑
み
て
、
労
務
給
付
の
典

型
的
な
逸
脱
と
し
て
経
験
則
上
予
測
さ
れ
る
誤
り
を
犯
す
蓋
然
性
が
必
然
的
に
高
い
労
働
を
い
う）
（1
（

�

。
判
例
で
は
、
当
初
、
危
険
内
包
労
働

を
類
型
的
に
把
握
す
る
手
法
が
採
ら
れ
て
お
り
、
主
に
、
自
動
車
や
船
舶
等
の
運
転
・
操
縦
業
務
や
修
理
整
備
等
が
類
型
的
に
危
険
内
包

労
働
と
さ
れ
て
い
た）
（1
（

。

こ
の
よ
う
に
、
当
初
の
責
任
制
限
法
理
は
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
を
根
拠
と
し
て
、
労
働
者
の
「
危
険
内
包
労
働
」
の
遂
行
に
よ
り
使

用
者
に
生
じ
た
損
害
に
つ
き
、
三
つ
に
区
分
し
た
過
失
の
程
度
に
応
じ
て
労
働
者
の
責
任
負
担
を
決
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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２
．
責
任
制
限
法
理
の
根
拠
と
要
件
の
変
化

そ
の
後
、判
例
は
、責
任
制
限
法
理
の
根
拠
を
、使
用
者
の
配
慮
義
務
で
は
な
く
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
経
営
リ
ス
ク
（Betriebsrisiko

）

に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
七
〇
年
四
月
二
十
八
日
判
決）
（1
（

は
、「
使
用
者
は
、
経
営
リ
ス
ク
が
も
た
ら
す
損
害
結
果

を
、
事
業
所
の
利
益
の
た
め
に
損
害
内
包
労
働
に
従
事
し
て
い
る
労
働
者
に
当
然
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
使
用
者
は
、
事
業
活

動
の
成
果
自
体
を
享
受
す
る
の
だ
か
ら
、
事
業
活
動
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
し
て
、
配
慮
義
務
に
基
づ
く
保
護
で
は
な
く
、
経
営
リ
ス
ク
の
負
担
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
労
働
者
の
責
任
制
限
を
正
当
化
し
た
。
ま

た
、
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
七
〇
年
十
一
月
三
日
判
決）
（1
（

に
よ
れ
ば
、
労
働
者
が
通
常
過
失
の
場
合
に
は
、「
労
働
者
側
で
は
過
失
が
、
使
用

者
の
側
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
経
営
リ
ス
ク
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
経
営
リ
ス
ク
を
考
慮
す

べ
き
法
的
根
拠
は
共
働
過
失
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
類
推
適
用
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、

責
任
制
限
法
理
の
根
拠
に
つ
き
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
か
ら
経
営
リ
ス
ク
へ
と
転
換
が
な
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
九
四
年
九
月
二
十
七
日
大
法
廷
決
定）
（1
（

は
、
よ
り
複
合
的
な
根
拠
を
提
示
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
「
危

険
内
包
労
働
」
の
要
件
を
放
棄
し
た
。
ま
ず
決
定
は
、Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
準
用
に
お
い
て
使
用
者
に
帰
責
さ
れ
る
べ
き
「
経
営
リ
ス
ク
」

と
は
、
生
産
施
設
の
危
険
性
や
生
産
自
体
の
危
険
性
、
生
産
さ
れ
た
製
品
の
危
険
性
な
ど
を
指
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
企
業
活
動
の
一

部
の
領
域
を
把
握
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
経
営
リ
ス
ク
」
に
加
え
て
、「
事
業
の
組
織
化
に
関
す
る
責
任
」
及
び
「
労

働
条
件
決
定
に
関
す
る
責
任
」
が
使
用
者
に
帰
責
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
使
用
者
が
事
業
目
的
の
た
め
に
事
業

を
組
織
化
し
、
労
働
者
は
そ
の
組
織
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
か
ら
、
使
用
者
は
、
労
働
者
の
労
務
給
付
の
方
式
や
労

働
時
間
、
労
務
提
供
場
所
等
を
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
損
害
発
生
リ
ス
ク
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
労

働
過
程
の
変
更
や
よ
り
有
効
な
監
督
体
制
の
整
備
、
保
険
加
入
な
ど
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
考
慮
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さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
決
定
は
、
こ
の
「
事
業
の
組
織
化
に
関
す
る
責
任
」
及
び
「
労
働
条
件
決
定
に
関
す
る
責
任
」
は
、
危
険
内
包

的
で
は
な
い
労
働
に
も
同
様
に
存
在
す
る
と
し
て
、
労
働
者
の
責
任
制
限
は
危
険
内
包
性
の
有
無
を
問
わ
ず
、
経
営
に
起
因
す
る
全
て
の

労
働
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

加
え
て
、
決
定
は
、
こ
の
よ
う
な
責
任
制
限
は
、
職
業
選
択
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
）
及
び
一
般
的
な
行
動
の
自
由
（
基
本
法

二
条
一
項
）
を
考
慮
し
て
要
請
さ
れ
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
者
の
一
般
的
な
生
活
形
成
や
職
業
活
動
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
る
民
法

の
責
任
原
則
は
、
基
本
法
二
条
一
項
及
び
一
二
条
一
項
の
保
護
領
域
に
抵
触
す
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
決
定
は
、
基
本
法
二
条
一
項
及

び
一
二
条
一
項
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
生
活
危
殆
化
の
防
止
と
い
う
観
点
か
ら
も
責
任
制
限
法
理
を
根
拠
づ
け
た
の
で
あ

る）
11
（

。以
上
の
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
大
法
廷
決
定
に
よ
り
、
労
働
者
の
責
任
制
限
に
関
し
、
経
営
リ
ス
ク
に
加
え
て
、「
事
業
の
組
織
化
に
関

す
る
責
任
」
及
び
「
労
働
条
件
決
定
に
関
す
る
責
任
」
や
、労
働
者
の
生
活
危
殆
化
の
防
止
と
い
う
複
合
的
な
根
拠
が
示
さ
れ
る
と
も
に
、

従
来
の
「
危
険
内
包
労
働
」
と
い
う
前
提
条
件
が
放
棄
さ
れ
、
責
任
制
限
の
適
用
範
囲
が
経
営
に
起
因
す
る
全
て
の
労
働
へ
と
拡
張
さ
れ

た
）
11
）（
1（
（

。３
．
労
働
者
の
過
失
の
三
区
分

過
失
の
三
区
分
に
つ
き
、
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
八
三
年
三
月
二
十
三
日
判
決）
11
（

は
、
通
常
過
失
の
場
合
に
も
、
労
働
者
は
完
全
に
免
責

さ
れ
る
と
し
て
、
従
来
の
三
区
分
を
放
棄
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
八
七
年
十
一
月
二
十
四
日
判
決
は
、
通
常
過
失
の
場

合
の
完
全
な
免
責
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
五
四
条
の
準
用
に
よ
っ
て
は
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
、
一
九
八
三
年
判
決
を
覆
し
、
再
び
従
来
の

三
区
分
に
則
し
て
労
働
者
の
責
任
を
判
断
し
た）
11
（

。
こ
の
判
決
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
従
来
の
過
失
の
三
区
分
が
維
持
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
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も
っ
と
も
、
従
来
、
労
働
者
が
完
全
な
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
た
重
過
失
の
場
合
に
つ
き
、
新
た
な
傾
向
が
み
ら
れ
る）
11
（

。
す
な
わ
ち
、

重
大
な
損
害
が
発
生
し
た
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
労
働
者
が
重
過
失
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
の
賃
金
と
損
害
リ
ス
ク
と
の
不
均
衡
を
考
慮
し
、

多
額
の
損
害
賠
償
に
よ
る
生
活
の
危
殆
化
を
防
止
す
る
と
い
う
労
働
者
の
社
会
的
保
護
の
観
点
か
ら
、
例
外
的
に
労
働
者
の
責
任
制
限
を

認
め
る
判
例
が
登
場
し
て
い
る）
11
（

。
具
体
的
に
は
、
損
害
額
が
労
働
者
の
税
込
み
月
収
の
四
倍
な
い
し
五
倍
を
超
え
る
場
合
に
、
損
害
が
賃

金
と
明
ら
か
に
不
均
衡
で
あ
る
と
し
て
責
任
制
限
が
認
め
ら
れ
て
い
る）
11
（

。

ま
た
、
連
邦
労
働
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
八
月
四
日
判
決）
11
（

に
よ
れ
ば
、
労
働
者
を
損
害
リ
ス
ク
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
責
任
制
限
法
理
の

目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
労
働
者
の
故
意
・
過
失
の
有
無
や
程
度
は
、
義
務
違
反
や
法
益
侵
害
と
の
関
連
で
は
な
く
、
損
害
発
生
と
の
関

連
で
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
も
、
民
法
の
一
般
原
則
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
こ
の
責
任
制
限
法
理
に
つ
き
、
片
面
的
に
強
行
法
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
理
解
し
て
お
り
、
個
別
契

約
や
集
団
的
契
約
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
労
働
者
に
と
っ
て
不
利
に
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）
11
（

。

４
．
有
責
性
の
立
証
責
任

Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
一
九
ａ
条
は
、「
二
八
〇
条
一
項
と
は
異
な
り
、
労
働
者
は
、
労
働
関
係
の
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
損
害
に
つ
い
て
、
労
働
者

の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
使
用
者
に
対
し
て
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一

項
二
文
に
よ
れ
ば
、
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
債
務
者
が
、
義
務
違
反
に
つ
き
有
責
で
は
な
い
こ
と
を
自
ら
立
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
こ
ろ
、
六
一
九
ａ
条
は
、
労
働
関
係
に
お
い
て
、
有
責
性
の
立
証
責
任
を
転
換
し
使
用
者
に
負
担
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
使
用
者
は
、
労
働
者
が
有
責
で
労
働
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
八
〇
条
一
項
に
よ
り
損
害
賠
償
義
務
を
負
っ
て

い
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
1（
（

。
六
一
九
ａ
条
は
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
に
お
い
て
新
た
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
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が
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
従
来
か
ら
、
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
し
、
有
責
性
の
立
証
責
任
を
使
用
者
に
負
担
さ
せ
て
お
り）
11
（

、
同

条
は
従
来
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
を
立
法
的
に
確
認
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る）
11
（

。

Ⅲ　

管
理
職
労
働
者
と
責
任
制
限
法
理

１
．
は
じ
め
に

以
上
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
を
制
限
す
る
判
例
法
理
が
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
責
任

制
限
法
理
と
の
関
係
に
お
い
て
、
管
理
職
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
責
任
制
限
法
理
の
管
理
職
労
働
者
へ
の

適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
と
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
断
と
の
間
に
は
温
度
差
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特

に
連
邦
労
働
裁
判
所
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
の
立
場
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
様
々
な
見
解

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
判
例
及
び
学
説
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
管
理
職
労
働
者
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
が
肯
定

ま
た
は
否
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
管
理
職
労
働
者
を
表
す
概
念
は
、「
管
理
職
員
（leitende�A

ngestellte

）」
で
あ
り
、
以
下
で
み
る
議
論

も
基
本
的
に
は
こ
の
管
理
職
員
を
対
象
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
管
理
職
員
の
概
念）
11
（

に
つ
い
て
、
そ
の
定
義
が
法
律
上
統
一
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
業
所
組
織
法
（Betriebsverfassungsgesetz

）、
解
雇
制
限
法
（K

ündigungsschutzgesetz

）、
労
働

裁
判
所
法(A
rbeitsgerichtsgesetz)

が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
定
義
を
設
け
て
お
り）

11
（

、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
に
お
け
る
管
理
職
員
の
範
囲
も
異

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
責
任
制
限
法
理
と
の
関
係
で
、
特
別
規
制
の
対
象
と
す
べ
き
管
理
職
員
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
か

と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
得
る
。
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も
っ
と
も
、
そ
の
中
で
も
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
中
心
的
な
定
義
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
事
業
所
組
織
法
に
お
け
る
管
理
職
員
の
定
義
で

あ
る
。
こ
の
定
義
は
、
管
理
職
代
表
委
員
会
法
（Sprecherausschussgesetz

）
や
共
同
決
定
法
（M

itbestim
m
ungsgesetz

）
に
加

え
て
、
労
働
時
間
法
（A

rbeitszeitgesetz

）
に
お
い
て
も
、
管
理
職
員
の
定
義
と
し
て
参
照
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
事
業
所
組
織
法
五
条
三
項

二
文
に
よ
れ
ば
、
同
法
に
お
け
る
管
理
職
員
と
は
、
労
働
契
約
及
び
企
業
ま
た
は
事
業
所
に
お
け
る
地
位
に
よ
り
、
①
採
用
及
び
解
雇
の

権
限
を
有
す
る
者
（
一
号
）、
②
商
法
上
の
代
理
権
を
有
す
る
者
（
二
号
）、
③
企
業
・
事
業
所
の
存
続
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
業
務
を
引

き
受
け
て
い
る
者
（
三
号
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
業
所
組
織
法
上
の
管
理
職
員
と
は
、
企
業
・
事
業

所
に
と
っ
て
重
要
な
権
限
な
い
し
業
務
を
引
き
受
け
て
い
る
者
で
あ
り
、
企
業
の
組
織
階
層
に
お
い
て
管
理
職
労
働
者
と
し
て
処
遇
さ
れ

る
者）
11
（

の
中
で
も
特
に
上
位
の
者
を
指
す
概
念
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

11
（

。
以
下
の
議
論
に
お
い
て
も
、
企
業
階
層
の
中
で
特
に
上
位
に
位
置

す
る
者
が
、
特
別
規
制
の
対
象
と
な
る
管
理
職
員
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

２
．
判
例
の
展
開

（
１
）
当
初
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
当
初
、
責
任
制
限
法
理
を
管
理
職
員
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
な
立
場
を
示
し
て
い
た
。
ま
ず
、
連

邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
九
年
二
月
二
十
五
日
判
決）
11
（

は
、
土
地
登
記
へ
の
注
意
を
怠
り
適
切
な
調
査
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
銀

行
の
貸
付
部
門
の
長
か
つ
支
配
人
（Prokurist

）
の
地
位
に
あ
っ
た
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
関
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
地
位
の
管
理
職
員

が
、
委
ね
ら
れ
た
責
任
領
域
に
あ
る
本
来
業
務
に
お
い
て
過
誤
行
為
を
行
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
責
任
を
、
労
働
関
係
に
お
け
る
誠
実
義

務
及
び
配
慮
義
務
に
基
づ
く
損
害
内
包
労
働
に
関
す
る
責
任
制
限
原
則
に
し
た
が
っ
て
免
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
初
か
ら
認
め
ら
れ

な
い
」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
六
九
年
十
月
七
日
判
決）
11
（

も
、
土
地
の
売
買
に
関
し
誤
っ
た
助
言
を
し
た
こ
と
を
理
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由
と
す
る
法
律
顧
問
（Justitiar

）
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
き
、「
判
例
に
お
い
て
危
険
内
包
労
働
と
結
び
つ
い
た
損
害
を
使
用
者
は
自
ら

引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
の
根
拠
と
さ
れ
た
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
は
、
…
…
、
使
用
者
が
そ
の
事
業
所
で
働
く
労
働

者
あ
る
い
は
職
員
に
対
し
て
有
す
る
指
揮
命
令
権
と
相
関
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
管
理
職
員
は
、
こ
の
労
働
法
上
の
責
任
軽
減
を
引

き
合
い
に
だ
す
こ
と
は
出
来
な
い
…
…
。
そ
の
職
務
を
自
己
の
責
任
に
お
い
て
履
行
し
、
本
質
的
に
そ
の
仕
事
を
自
由
に
形
成
し
、
労
働

時
間
を
自
由
に
決
定
す
る
こ
と
の
出
来
る
被
用
者
と
し
て
の
地
位
は
、責
任
軽
減
と
は
相
容
れ
な
い
。」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
連
邦
通
常

裁
判
所
は
、
当
初
、
管
理
職
員
に
対
す
る
使
用
者
の
配
慮
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
管
理
職
員
に
は
、
そ
の
業
務
に
際
し
て
広
範
な
裁
量
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
に
対
し
て
、M

artens

は
管
理
職
員
に
対
す
る
使
用
者
の
配
慮
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
批
判
す
る）
1（
（

。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
配
慮
義
務
は
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
権
を
直
接
の
根
拠
と
す
る
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
管
理
職
員
に
は
、
本
質
的
な
業
務
を
自
己
の
責
任
に
よ
り
遂
行
す
る
た
め
に
相
対
的
に
大
き
な
裁
量
が
存
在
す
る
が
、
企
業
に
お

い
て
垂
直
的
な
権
限
構
造
が
存
在
し
、
法
的
に
も
そ
の
た
め
の
手
段
が
存
在
す
る
以
上
、
管
理
職
員
に
も
指
揮
命
令
へ
の
拘
束
性
は
認
め

ら
れ
る
と
す
る
。
ま
た
、H

anau

も
、
内
容
的
な
指
揮
命
令
を
受
け
ず
に
働
く
職
員
も
、
そ
の
労
働
者
性
が
肯
定
さ
れ
る
以
上
、
一
定
の

従
属
性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
従
属
性
を
根
拠
に
責
任
制
限
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る）
11
（

。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
責
任
制
限
法
理
自
体
の
根
拠
が
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
か
ら
経
営
リ
ス
ク
の
負
担
関

係
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定

す
る
理
由
と
し
て
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、そ
の
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
五
年
二
月
十
四
日
判
決）
11
（

も
、

健
康
保
険
組
合
の
業
務
執
行
者
（Geschäftsführer

）
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
き
、
上
記
一
九
六
九
年
十
月
判
決）

11
（

を
参
照
し
、「
原
告
の

「
管
理
職
員
」
と
し
て
、
業
務
執
行
者
と
し
て
の
業
務
を
広
範
囲
に
自
己
の
責
任
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
被
告
は
、
損
害
内
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包
業
務
に
関
す
る
責
任
制
限
法
理
に
よ
る
責
任
軽
減
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所

は
、
後
述
す
る
二
〇
〇
一
年
判
決
ま
で
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。

（
２
）
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を

完
全
に
否
定
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い）
11
（

。
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
七
六
年
十
一
月
十
一
日
判
決）
11
（

は
、
建
設
会
社
の
経
営
責
任
者

（Betriebsleiter

）
が
、
建
設
工
事
の
現
場
監
督
業
務
を
行
っ
た
際
、
不
十
分
な
監
督
に
よ
り
多
数
の
施
工
不
良
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と

を
理
由
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、
ま
ず
、
前
述
の
一
九
六
九
年
の
二
つ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決）
11
（

に
従
う
こ

と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
未
決
定
の
ま
ま
に
す
る
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
両
判
決
の
事
案
で
は
管
理
職
員
に
特
有
の
職
務
に
お

け
る
過
誤
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
本
事
件
と
は
本
質
的
に
事
案
が
異
な
る
と
す
る
。
ま
た
、
両
判
決
で
は
、
管
理
職
員
が

ど
の
よ
う
な
業
務
を
遂
行
し
て
い
る
か
に
関
係
な
く
、
決
し
て
責
任
制
限
を
享
受
で
き
な
い
と
ま
で
は
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う

に
大
幅
に
不
利
に
扱
う
こ
と
ま
で
は
本
質
的
に
正
当
化
さ
れ
な
い
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、
本
事
案
の
損
害
が
建
築
主
任

（B
auleiter

）
と
し
て
の
業
務
に
際
し
て
発
生
し
て
お
り
、
こ
の
業
務
は
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
責
任
制
限
に

対
す
る
例
外
も
正
当
化
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
管
理
職
員
に
つ
い
て
も
、
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
以
外
の
業
務
に
従
事
し
て

い
た
際
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
と
連
邦
労

働
裁
判
所
の
判
断
の
間
に
温
度
差
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
判
例
・
学
説
が
責
任
制
限
を
リ
ス
ク
責
任
の
見
地
か
ら

正
当
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
、
責
任
制
限
法
理
に
関
す
る
議
論
状
況
の
変
化
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
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ま
た
、
こ
の
頃
に
は
管
理
職
員
の
側
で
も
そ
の
社
会
状
況
や
法
状
況
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
、
西
ド
イ
ツ
の
景
気
悪
化
や
管
理
職
員
の
数
の
増
大
を
受
け
、
管
理
職
員
に
も
労
働
法
上
の
保
護
の
必
要

性
が
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
一
九
六
九
年
の
解
雇
制
限
法
改
正）
11
（

で
は
、
そ
れ
ま

で
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
た
管
理
職
員
に
も
、
同
法
が
原
則
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）
11
（

。
こ
の
よ
う
に
管
理
職
員
を
取
り
巻
く

社
会
状
況
や
法
状
況
が
変
化
し
て
い
る
中
で
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
管
理
職
員
の
労
働
者
と
し
て
の
側
面
（
保
護
の
必
要
性
）
を
意
識

し
た
判
断
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
、
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
の
際
に
発
生
し
た
損
害
に
つ
き
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
未
決
定
の

ま
ま
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
か
否
か

に
よ
っ
て
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
区
別
す
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
業
務
が
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
と
い
え
る
か
と
い
う
新
た
な

問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、O

tto

は
、
前
述
の
一
九
九
四
年
連
邦
労
働
裁
判
所
大
法
廷
決
定）

1（
（

で
は
、
労
働
者
の
責
任
割
合
の
決
定
の
際
に
衡
量
さ
れ
る
事
情

の
一
つ
と
し
て
、「
事
業
所
に
お
け
る
労
働
者
の
地
位
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
管
理
職
員
に
つ
い
て
も
責
任
制
限
法
理
が
適
用

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
主
張
す
る）
11
（

。
一
九
九
四
年
大
法
廷
決
定
の
下
で
は
、
管
理
職
員
に
も
当
然
に
責
任
制
限
法

理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
管
理
職
員
と
い
う
地
位
が
、
責
任
割
合
を
決
定
す
る
段
階
に
お
け
る
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
近
時
の
判
例
の
動
き

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
一
年
六
月
二
十
五
日
判
決）
11
（

は
、
従
来
の
判
断
を
変
更
し
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
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制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
し
た
。
本
件
は
、
有
限
会
社
Ｓ
の
破
産
管
財
人
で
あ
る
原
告
が
、
Ｓ
の
支
配
人
で
あ
っ
た
被
告
に
対
し
、
被
告

が
破
産
手
続
き
の
開
始
を
引
き
延
ば
し
、
債
権
者
を
害
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
Ｓ
の
最
後
の
銀
行
預
金
七
十
五
万
マ
ル
ク
を
、
Ｓ

の
単
独
社
員
で
あ
る
Ｇ
株
式
会
社
に
貸
付
金
の
返
還
と
し
て
送
金
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
送
金
額
の
償
還
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
本

判
決
は
、
原
告
の
請
求
を
認
め
た
控
訴
審
判
決
を
破
棄
、
差
戻
し
と
し
た
が
、
そ
の
際
、「
控
訴
審
は
、
少
な
く
と
も
、
責
任
制
限
法
理

－

こ
れ
は
、
業
務
執
行
者
（Geschäftsführer

）
で
な
い
限
り
は
、
管
理
職
員
に
対
し
て
も
効
力
を
有
す
る

－

…
…
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
判
示
し
た
。
こ
う
し
て
、
本
判
決
は
、
従
来
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
を
改
め
、
有
限
会
社
の
機
関
役
員

で
あ
る
業
務
執
行
者
で
な
い
限
り
、
管
理
職
員
に
も
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。

た
だ
し
、
本
判
決
は
、
管
理
職
員
に
も
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
結
論
だ
け
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
理
由
・
根
拠

に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
従
来
の
判
例
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
な
い
。「
業
務
執
行
者
で
な
い
限
り
は
」
と

い
う
留
保
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
責
任
制
限
法
理
の
適
用
の
根
拠
と
し
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、
従
来
の
判
例
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
管
理
職
員
の
指
揮
命
令
拘
束
性
の
弱
さ
な
ど
、
管
理
職
員
特
有
の
事
情
に
つ
き
、

ど
の
よ
う
な
考
慮
な
い
し
評
価
が
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い）
11
（

。

そ
の
後
の
州
労
働
裁
判
所
の
裁
判
例）
11
（

で
は
、
管
理
職
員
と
い
う
点
を
特
に
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
責
任
制
限
法
理
に
従
っ
て
当
該
労

働
者
の
責
任
の
有
無
や
範
囲
が
判
断
さ
れ
て
お
り
、
管
理
職
員
に
も
当
然
に
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
上
記
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
に
従
う
か
否
か
に
つ
い
て
、
未
だ
そ
の
立
場
を
明
ら
か
し
て
お
ら
ず）
11
（

、

特
に
、
管
理
職
員
特
有
の
業
務
に
つ
い
て
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
の
有
無
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
労
働

裁
判
所
二
〇
〇
七
年
十
月
二
十
五
日
判
決）
11
（

で
は
、
管
理
職
労
働
者
と
責
任
制
限
法
理
と
の
関
係
に
つ
き
、
特
徴
的
な
判
断
が
示
さ
れ
て
い
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る
。
本
件
は
、
病
院
で
主
任
医
師
と
し
て
働
く
原
告
が
、
上
司
で
あ
る
医
局
長
（Chefarzt

）
か
ら
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
精

神
疾
患
に
か
か
っ
た
と
し
て
、
病
院
を
運
営
す
る
被
告
に
対
し
て
、
慰
謝
料
の
支
払
い
お
よ
び
当
該
医
局
長
と
の
労
働
関
係
を
終
了
さ
せ

る
こ
と
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。
控
訴
審
判
決）
11
（

は
、
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
加
害
者
が
、
そ
の
違
法
な
行
為
を
通

じ
て
労
働
者
が
疾
病
に
か
か
る
こ
と
ま
で
を
認
識
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
医
局
長
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い

と
し
て
、
原
告
の
慰
謝
料
請
求
を
棄
却
し
た
。
こ
こ
で
は
、
労
働
者
の
故
意
・
過
失
の
有
無
が
具
体
的
な
損
害
発
生
と
の
関
連
で
判
断
さ

れ
る
と
い
う
点
で
、
責
任
制
限
法
理
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、「
使
用
者
か
ら
委
譲
さ
れ
た
指
揮
命
令
権
の
範
囲
内
で
使
用
者
の
履
行
補
助
者
と
し
て
負
う
、

部
下
に
対
す
る
労
働
契
約
上
の
保
護
義
務
…
…
に
違
反
し
た
上
司
は
、
責
任
制
限
法
理
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
判
示

し
、
医
局
長
の
義
務
違
反
に
よ
り
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
一
条
二
項
、
二
五
三
条
二
項
、
二
七
八
条
、
二
八
〇
条
一
項

に
基
づ
き
慰
謝
料
請
求
権
を
有
す
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
際
、
本
判
決
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
責
任
制

限
法
理
の
根
拠
は
使
用
者
に
経
営
リ
ス
ク
を
引
き
受
け
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
が
、
本
事
案
に
お
い
て
医
局
長
に
責
任
制
限
を
認
め
る
使
用

者
を
利
す
る
こ
と
に
な
り
、
不
合
理
な
結
果
に
な
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
本
事
案
に
お
い
て
医
局
長
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
職
員
へ

の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
は
、
管
理
職
員
で
あ
る
と
い
う
事
情

を
考
慮
し
て
適
用
否
定
と
い
う
結
論
を
導
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
本
事
案
に
お
い
て
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
る
と
不
合
理

な
結
果
に
な
る
と
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
の
一
般
的
な
可
否
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
お

ら
ず
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
一
九
七
六
年
判
決）
11
（

と
の
関
係
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

本
判
決
に
つ
き
、Fritz

は
、
本
事
案
で
は
部
下
に
対
す
る
指
揮
命
令
の
際
の
保
護
義
務
違
反
が
問
わ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
管
理
職
特
有
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の
業
務
に
伴
う
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
も
の
と
い
え
る
た
め
、
一
九
七
六
年
判
決
と
の
関
係
で
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る）
11
（

。
こ

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
は
、
あ
く
ま
で
も
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
か
否
か
に
よ
っ
て
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を

区
別
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

他
方
で
、
本
判
決
に
対
し
て
、
本
事
案
は
そ
も
そ
も
責
任
制
限
法
理
が
問
題
と
な
る
事
案
で
は
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。

Bieder

は
、
本
判
決
の
理
解
は
、
対
外
的
な
関
係
に
お
い
て
も
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
し
か
し
、
責
任
制

限
法
理
は
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
対
内
的
関
係
に
お
け
る
損
害
調
整
と
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
元
々
、
使
用
者
も
加
害
労

働
者
も
、
対
外
的
な
関
係
に
お
い
て
は
完
全
な
責
任
を
負
う
は
ず
で
あ
る
と
す
る）
1（
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
は
、
と
り
わ
け
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
に
お
い
て
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
つ
い
て
、

な
お
不
明
確
で
あ
る
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
指
揮
命
令
拘
束
性
の
弱
さ
を
理
由
に
適
用
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
適
用
を
肯
定

す
る
立
場
へ
と
そ
の
判
断
を
改
め
た
が
、
そ
の
際
に
詳
細
な
理
由
づ
け
を
し
て
お
ら
ず
、
管
理
職
員
に
つ
き
ど
の
よ
う
な
考
慮
を
し
た
の

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
責
任
制
限
法
理
と
管
理
職
員
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
未
だ
決
着
し
た
と
は
言
い
難
く）
11
（

、
学
説
で

は
、
こ
の
点
に
つ
き
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

３
．
学
説
の
議
論

（
１
）
適
用
を
肯
定
す
る
見
解

連
邦
通
常
裁
判
所
が
上
記
二
〇
〇
一
年
判
決）
11
（

に
よ
り
従
来
の
判
断
を
変
更
し
た
こ
と
も
あ
り
、
学
説
の
多
数
は
、
管
理
職
員
に
つ
い
て

も
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る）
11
（

。
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
、W

alterm
ann

は
、
管
理
職
員
も
労
働
関
係
に
基
づ
き
就
労

す
る
労
働
者
で
あ
り
、
使
用
者
の
組
織
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
と
し
て
、
管
理
職
員
の
労
働
者
性
に
求
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め
て
い
る）
11
（

。
ま
たFischinger

は
、
管
理
職
員
が
一
定
の
裁
量
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
服
し
て
い
る
以
上
、

損
害
の
発
生
を
自
ら
が
完
全
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、管
理
職
員
に
も
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
べ
き
と
す
る）
11
（

。

Joussen

は
、
労
働
者
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
形
式
的
な
事
情
だ
け
で
は
適
用
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
十
分
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、

責
任
制
限
法
理
の
根
拠
が
管
理
職
員
に
も
妥
当
し
、
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
べ
き

で
あ
る
と
す
る）
11
（

。
す
な
わ
ち
、
管
理
職
員
は
、
そ
の
担
う
機
能
が
使
用
者
に
近
接
し
て
お
り
一
定
の
領
域
で
は
労
働
組
織
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
て
い
る
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
使
用
者
の
指
揮
命
令
権
や
包
括
的
な
組
織
統
治
権
に
服
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
通
常
の
労
働

者
と
同
様
、
管
理
職
員
の
職
務
に
伴
う
経
営
リ
ス
ク
は
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

加
え
て
、Joussen
は
、
管
理
職
員
特
有
の
職
務
に
は
、
し
ば
し
ば
よ
り
高
い
リ
ス
ク
が
伴
う
こ
と
か
ら
、
管
理
職
員
に
よ
る
判
断
の

結
果
そ
の
履
行
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
損
害
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
管
理
職
員
の
報
酬
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う

な
リ
ス
ク
に
対
す
る
十
分
な
補
償
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
職
務
と
結
び
つ
い
た
損
害
リ
ス
ク
に
起
因
す
る
生
活
へ
の
脅
威
と
い
う

点
に
関
し
て
は
、
本
質
的
に
通
常
の
労
働
者
と
異
な
ら
な
い
と
す
る）
11
（

。
ま
た
、Sandm

ann

も
、
管
理
職
員
の
報
酬
額
と
業
務
執
行
者
の

報
酬
額
と
の
間
に
は
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
務
執
行
者
の
場
合
と
は
異
な
り
、
管
理
職
員
の
報
酬
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
労
務

給
付
の
対
価
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
リ
ス
ク
に
対
す
る
補
償
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
す
る）
11
（

。

さ
ら
に
、
管
理
職
員
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
場
合
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
労
働
者
が
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
べ

き
管
理
職
員
に
該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
統
一
的
な
管
理
職
員
の
定
義
が
存

在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
判
断
は
不
明
確
な
も
の
と
な
る
。
そ
の
た
め
、Joussen

は
、
管
理
職
員
に
も
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
る

こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
困
難
な
問
題
を
回
避
で
き
る
と
す
る）
11
（

。
ま
た
、M

elot�de�Beauegard/Baur

は
、
労
働
者
の
地
位
や
報
酬
に
応
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じ
て
労
働
者
保
護
規
範
を
段
階
化
す
る
こ
と
を
目
指
す
と
い
う
観
点
か
ら
は
責
任
の
範
囲
を
区
分
す
る
こ
と
も
歓
迎
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
し

つ
つ
も
、
管
理
職
員
概
念
の
不
明
確
さ
ゆ
え
に
、
現
在
は
ま
だ
管
理
職
員
へ
も
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
す

べ
き
で
あ
る
と
す
る）
1（
（

。

加
え
て
、Fischinger

は
、
管
理
職
員
へ
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
で
は
、
労
働
者
の
地
位
の
段
階
的
な
違
い
だ
け
に
よ
っ
て
、
責
任

制
限
法
理
の
適
用
の
可
否
が
決
定
さ
れ
る
た
め
、
硬
直
的
な
判
断
と
な
り
妥
当
で
は
な
い
と
す
る）
11
（

。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
、
責
任
制
限
法
理
と
の
関
係
に
お
い
て
管
理
職
員
と
い
う
事
情
を
全
く
考
慮
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
肯
定
説
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
管
理
職
員
は
、
通
常
、
特
別
な
専
門
的
知
識
や
高
い
能
力
を
有
し
て
い
る
た
め
、
要
求
さ
れ
る
注
意

義
務
の
水
準
が
通
常
の
労
働
者
の
場
合
よ
り
も
高
い
も
の
と
な
り
、
管
理
職
員
の
過
誤
行
為
が
通
常
過
失
あ
る
い
は
重
過
失
に
よ
る
も
の

と
評
価
さ
れ
や
す
く
な
る
。
ま
た
、
管
理
職
員
の
高
額
な
報
酬
も
、
労
働
者
の
責
任
の
範
囲
を
決
定
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
学
説
の
多
数
は
、
管
理
職
員
も
結
局
は
労
働
者
と
し
て
使
用
者
の
指
揮
命
令
に
服
す
る
以
上
は
、
労
働
者
と
し
て
の

保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
そ
の
上
で
、
責
任
制
限
法
理
の
枠
組
み
の
中
で
管
理
職

員
に
特
有
の
事
情
（
地
位
の
高
さ
、
職
務
に
お
け
る
裁
量
や
専
門
性
の
程
度
、
報
酬
額
等
）
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事

案
に
応
じ
て
柔
軟
に
責
任
負
担
の
分
配
を
行
う
も
の
と
い
え
る
。

（
２
）
適
用
を
否
定
す
る
見
解

こ
れ
に
対
し
て
、K

aiser

は
、
管
理
職
員
の
機
能
面
で
の
使
用
者
と
の
近
接
性
を
根
拠
に
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を

否
定
す
る）
11
（

。
ま
ずK

aiser

は
、
管
理
職
員
も
労
働
者
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
判
例
法
理
に
よ
る
労
働
法
上
の
保
護
が
適
用
さ
れ
る
と
し
つ

つ
、
し
か
し
、
管
理
職
員
の
担
う
機
能
の
使
用
者
と
の
近
接
性
ゆ
え
に
責
任
制
限
法
理
の
根
拠
が
管
理
職
員
に
は
妥
当
し
な
い
場
合
に
は
、
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例
外
的
に
そ
の
こ
と
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
す
る）
11
（

。
そ
し
てK

aiser

に
よ
れ
ば
、
責
任
制
限
法
理
の
根
拠
で
あ
る
、
経
営
リ
ス
ク
や
事
業

の
組
織
化
に
関
す
る
責
任
の
使
用
者
へ
の
帰
責
、
及
び
、
損
害
賠
償
に
よ
る
生
活
の
危
殆
化
の
防
止
と
い
う
社
会
的
保
護
の
必
要
性
は
、

管
理
職
員
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
管
理
職
員
は
、
使
用
者
に
近
い
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
通
常
の
労
働
者
の
よ
う
に
使
用

者
の
指
揮
命
令
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
事
業
所
組
織
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
使
用
者
か
ら
委
ね
ら
れ
た
業
務
領
域
に

お
い
て
、
自
ら
労
働
組
織
や
経
営
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る）
11
（

。
そ
の
た
め
、
通
常
の
労
働
者
の
場
合
と
は
、
使
用
者
と
の
責
任
負
担

の
分
配
の
出
発
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
管
理
職
員
は
、
高
い
労
働
報
酬
を
通
じ
て
、
そ
の
責
任
リ
ス
ク
が
少
な
く
と
も
部
分
的
に

補
償
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
保
険
に
よ
っ
て
対
応
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
管
理
職
員
に
と
っ
て
、
損
害
賠
償
は
、
通
常
の
労

働
者
の
場
合
ほ
ど
の
負
担
と
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
結
果
と
し
て
、
管
理
職
員
は
、
有
責
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、

K
aiser

に
よ
れ
ば
、
こ
の
帰
結
は
首
尾
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
企
業
家
な
い
し
使
用
者
と
し
て
の
機
能
を
担
う
者
は
、
労

働
者
と
し
て
の
弱
い
地
位
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
出
来
ず
、管
理
職
員
の
特
別
な
地
位
に
は
特
別
な
責
任
が
対
応
す
る
か
ら
で
あ
る）
11
（

。

た
だ
し
、K

aiser

は
、
管
理
職
員
が
完
全
に
責
任
を
負
う
と
し
て
も
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
（unternehm

erische�Entscheidung

）

が
そ
の
裁
量
の
範
囲
内
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
管
理
職
員
の
義
務
違
反
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
、
管
理

職
員
が
過
大
な
責
任
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る）
11
（

。

K
aiser

の
見
解
は
、
管
理
職
員
が
使
用
者
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
使
用
者
（
の
代
わ
り
）
と
し
て
労
働

組
織
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
側
で
あ
る
こ
と
か
ら
、通
常
の
労
働
者
の
場
合
と
は
リ
ス
ク
分
配
の
あ
り
方
が
異
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
配
慮
義
務
論
を
前
提
と
し
て
い
た
当
初
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否

定
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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加
え
て
、
管
理
職
員
の
報
酬
が
リ
ス
ク
へ
の
補
償
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
損
害
賠
償
の
負
担
は
大
き
く
な
い
と
評
価
す
る
点
も

K
aiser

の
見
解
の
特
徴
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
例
え
ばN

iedersachsen

州
労
働
裁
判
所
二
〇
〇
三
年
七
月
七
日
判
決）
11
（

で
は
、
銀
行
の

信
用
貸
付
に
携
わ
る
支
配
人
が
詳
細
な
調
査
等
を
経
ず
に
貸
付
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
約
六
十
万
ユ
ー
ロ
も
の
損
害
に
つ
い

て
、
支
配
人
の
賠
償
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
判
決
は
、
責
任
制
限
法
理
を
適
用
し
た
上
で
支
配
人
に
十
万
ユ
ー
ロ
の
支
払
い

を
命
じ
た
が
、
こ
の
金
額
で
も
支
配
人
の
年
収
の
二
年
分
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
っ
た）
11
（

。
こ
の
事
案
の
よ
う
に
、
管
理
職
員
の
場
合
に
も
、

そ
の
年
収
を
大
き
く
上
回
る
損
害
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
管
理
職
員
概
念
が
不
明
確
で
あ
る

と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、K

aiser

自
身
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
管
理
職
員
の
定
義
な
い
し
範

囲
に
つ
い
て
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
事
業
所
組
織
法
上
の
管
理
職
員
の
定
義
を
用
い
る
と
い
う
こ

と
も
提
案
さ
れ
て
い
る）
1（
（

が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
か
か
る
定
義
を
法
規
制
の
趣
旨
が
異
な
る
損
害
賠
償
責
任
の
領
域
に
転
用
す
る
こ
と
の

妥
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）
11
（

。

（
３
）
現
実
化
し
た
リ
ス
ク
の
種
類
に
よ
っ
て
区
別
す
る
見
解

さ
ら
に
、
学
説
で
は
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
の
可
否
を
一
律
に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
一
定
の
場
合
ご
と
に
区
別
し

て
適
用
の
可
否
を
決
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、Peifer

の
見
解
は
、
損
害
発
生
に
お
い
て
現
実
化
し
た

リ
ス
ク
の
種
類
に
よ
っ
て
責
任
制
限
法
理
の
適
用
の
可
否
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。Peifer

に
よ
れ
ば
、
一
般
的
な
経
営
リ
ス
ク
と
、

労
働
者
の
特
別
な
専
門
知
識
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
管
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
別
な
リ
ス
ク
と
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一

般
的
な
経
営
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
は
、
原
則
と
し
て
責
任
を
完
全
に
労
働
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
一
般
的
な
経
営
リ
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ス
ク
が
現
実
化
し
た
場
合
に
は
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
別
な
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
が
労
働
契
約

に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
の
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る
場
合
、
責
任
制
限
法
理
が
当
初
か
ら
適
用
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
、
個
々
の
事

案
に
お
け
る
衡
量
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
リ
ス
ク
が
現
実
化
し
た
こ
と
に
よ
る
責
任
は
当
該
労
働
者
の
負
担
に
な
る
と
す
る）
11
（

。

こ
の
見
解
に
対
し
て
、Krause

は
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
に
結
び
つ
い
た
リ
ス
ク
を
例
に
挙
げ
て
批
判
す
る
。
使
用
者
が
大
型
ト
ラ

ッ
ク
の
運
転
免
許
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
使
用
者
は
運
転
手
で
あ
る
労
働
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
リ
ス
ク
を
管
理
す

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
に
伴
う
リ
ス
ク
は
責
任
制
限
法
理
の
適
用
さ
れ
る
典
型
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
具

体
的
な
リ
ス
ク
を
、
一
般
的
な
経
営
リ
ス
ク
と
特
別
な
リ
ス
ク
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
す
る）
11
（

。Peifer

自
身

も
、
一
般
的
な
経
営
リ
ス
ク
と
特
別
な
リ
ス
ク
の
詳
細
な
区
別
に
つ
い
て
は
明
確
な
基
準
を
示
し
て
お
ら
ず
、
今
後
の
判
例
に
お
け
る
発

展
に
委
ね
る）
11
（

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

（
４
）
業
務
の
種
類
に
よ
っ
て
区
別
す
る
見
解

ま
た
、
損
害
発
生
の
原
因
と
な
っ
た
業
務
の
種
類
に
応
じ
て
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
区
別
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
損
害

発
生
の
際
に
管
理
職
員
が
従
事
し
て
い
た
業
務
に
よ
っ
て
区
別
す
る
と
い
う
発
想
は
、
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
七
六
年
判
決）
11
（

で
も
示
唆
さ

れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

①M
artens

の
見
解

M
artens

は
、
責
任
制
限
法
理
の
人
的
な
適
用
範
囲
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
具
体
的
な
業
務
に
よ

っ
て
区
別
し
て
、
管
理
職
員
の
損
害
賠
償
責
任
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る）
11
（

。
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そ
し
て
、
ま
ず
企
業
家
と
し
て
の
判
断
を
行
う
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
厳
格
な
要
件
の
下
で
の
み
管
理
職
員
は
責
任
を
負
い
う
る
と

す
る
。
こ
れ
は
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
が
将
来
の
予
測
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
経
済
的
リ
ス
ク
が
内
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
事
前
に
適
切
に
判
断
の
基
礎
と
な
る
情
報
を
把
握
し
て
い
た
か
、
予
想
さ
れ
る
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
慮
し
、
注
意
深

く
リ
ス
ク
評
価
を
し
た
上
で
判
断
を
行
っ
た
か
が
、
責
任
の
有
無
の
判
断
に
お
い
て
決
定
的
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
与
え
ら
れ
た
裁

量
の
範
囲
を
逸
脱
し
、
権
限
行
使
に
関
す
る
企
業
内
部
の
規
則
に
違
反
し
て
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
な

る
と
す
る）
11
（

。

次
に
、
部
下
労
働
者
や
労
働
組
織
の
管
理
に
関
し
て
、
組
織
過
失
（O

rganisationsverschulden

）
の
観
点
か
ら
管
理
職
員
の
責
任

を
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち
、M

artens
に
よ
れ
ば
、
効
率
的
な
組
織
に
お
い
て
は
、
各
仕
事
を
そ
れ
ぞ
れ
部
下
の
労
働
者
に
任
せ
る
こ
と

が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
事
に
つ
き
事
細
か
な
監
督
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
管
理
職
員
は
、
部
下
の
あ
ら
ゆ
る

過
誤
行
為
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
管
理
職
員
は
、
機
能
的
な
監
督
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
維
持
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、

個
々
の
労
働
者
を
注
意
深
く
選
抜
し
て
い
る
こ
と
、
損
害
の
原
因
と
な
る
行
動
に
対
す
る
具
体
的
な
監
督
の
契
機
と
な
る
事
象
が
事
前
に

存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
の
三
点
を
証
明
し
た
場
合
に
は
、
部
下
労
働
者
の
行
為
に
よ
り
発
生
し
た
損
害
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
い
。
こ
の

点
で
、
管
理
職
員
の
責
任
は
、
部
下
へ
の
権
限
委
譲
を
通
じ
て
緩
や
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
す
る）
11
（

。
た
だ
し
、
管
理
職
員
は
、
任
意

に
組
織
の
構
築
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
一
般
的
に
は
企
業
に
お
け
る
組
織
構
成
に
関
す
る
原
則
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
原
則
を
考
慮
し
て
い
な
い
場
合
に
は
完
全
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る）
11
（

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
枠
組
み
の
下
で
管
理
職
員
の
責
任
が
柔
軟
に
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、

責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
る
必
要
が
な
い
と
す
る）
1（
（

。

他
方
で
、
上
記
二
つ
以
外
の
、
通
常
の
労
働
者
も
従
事
し
う
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
労
働
者
と
同
様
、
責
任
制
限
法
理
が
適
用
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さ
れ
る）
11
（

。
こ
の
点
は
、
管
理
職
員
特
有
の
業
務
以
外
に
つ
い
て
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
し
た
連
邦
労
働
裁
判
所
一
九
七
六
年
判
決）
11
（

の
判
断
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、M

artens

は
、
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
を
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
と
、
労
働
組

織
や
部
下
の
管
理
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

②Bürkle/Fecker

の
見
解

Bürkle/Fecker
も
、M

artens

の
見
解
に
依
拠
し
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
、
労
働
組
織
・
部
下
の
管
理
、
及
び
、
そ
の
他
の
業
務

を
区
別
し
て
労
働
者
の
責
任
を
判
断
す
べ
き
と
す
る）
11
（

。Bürkle/Fecker

に
よ
れ
ば
、
管
理
職
員
が
、
使
用
者
か
ら
任
さ
れ
て
い
る
事
業

に
お
い
て
企
業
家
と
し
て
の
判
断
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
に
は
、
責
任
制
限
法
理
は
適
用
さ
れ
な
い
。
ま

た
、
そ
の
事
業
領
域
に
お
い
て
組
織
過
失
を
非
難
さ
れ
る
場
合
に
も
、
責
任
制
限
法
理
は
適
用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
業
務
に
お
い
て
、

管
理
職
員
は
、
労
働
組
織
及
び
経
営
リ
ス
ク
を
自
ら
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
責
任
が
生
じ
る
リ
ス
ク
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
う

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
管
理
職
と
し
て
の
経
営
責
任
や
形
成
可
能
性
を
伴
わ
な
い
業
務
の
場
合
に

は
、
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る）
11
（

。

そ
し
て
、Bürkle/Fecker

は
、
管
理
職
員
に
よ
る
企
業
家
と
し
て
の
判
断
に
関
し
て
、
会
社
法
分
野
に
お
い
て
発
展
し
て
き
た
経
営

判
断
原
則
（Business�Judgm

ent�Rule

）
の
適
用
を
主
張
す
る
。
こ
の
点
は
、M

artens

の
見
解
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え

る
。
経
営
判
断
原
則
は
、
も
と
も
と
会
社
法
分
野
の
判
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
株
式
法
（A

ktiengesetz

）

九
三
条
一
項
二
文
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る）
11
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
取
締
役
構
成
員
が
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
の
際
に
、
適
切
な
情

報
に
基
づ
き
会
社
の
福
利
の
た
め
に
行
為
し
て
い
る
と
、
合
理
的
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
は
、
取
締
役
構
成
員
に
は
、
義
務
違

反
は
存
在
し
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経
営
判
断
原
則
は
、
会
社
の
機
関
構
成
員
に
よ
る
企
業
家
と
し
て
の
判
断
に
つ
い
て
注
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意
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
枠
組
み
で
あ
る）
11
（

。Bürkle/Fecker

は
、
管
理
職
員
に
よ
る
企
業
家
と
し
て
の
判
断
に
つ
い
て
も
、
こ

の
経
営
判
断
原
則
の
枠
組
み
に
従
っ
て
義
務
違
反
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
を
主
張
す
る）
11
（

。
そ
の
利
点
と
し
て
、
経
営
判
断
原
則
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
職
員
の
業
務
に
お
い
て
も
、
彼
ら
に
要
求
さ
れ
る
行
動
規
範
の
透
明
性
及
び
法
的
安
定
性
が
確
保
さ
れ
、
管
理

職
員
及
び
使
用
者
の
双
方
の
利
益
に
な
る
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、M

artens

やBürkle/Fecker

の
見
解
は
、
管
理
職
員
の
業
務
を
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
、
労
働
組
織
・
部
下
の

管
理
、
及
び
、
そ
の
他
の
通
常
の
労
働
者
も
行
い
う
る
業
務
に
区
別
し
、
そ
の
他
の
業
務
に
関
し
て
だ
け
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定

す
る）
11
（

。
他
方
で
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
や
労
働
組
織
・
部
下
の
管
理
に
関
し
て
は
、
責
任
制
限
法
理
を
用
い
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
、
経
営
判

断
原
則
及
び
組
織
化
過
失
の
枠
組
み
を
用
い
て
管
理
職
員
の
責
任
を
判
断
す
べ
き
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
管
理
職
員
が
使
用
者
と

し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
着
目
し
、
そ
の
機
能
を
果
た
す
場
面
に
限
り
、
責
任
の
判
断
に
お
い
て
も
会
社
の
機
関
構
成
員

（
取
締
役
、
業
務
執
行
者
等
）
と
類
似
の
方
法
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
管
理
職
員
の
責
任
に
つ
き
一
律
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

業
務
ご
と
に
責
任
判
断
の
枠
組
み
を
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、管
理
職
員
の
業
務
の
実
態
に
応
じ
た
利
益
調
整
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
経
営
判
断
原
則
や
組
織
過
失
の
枠
組
み
は
、
そ
も
そ
も
責
任
制
限
法
理
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
経
営
判
断
原
則
や
組
織
過
失
の
枠
組
み
は
、
労
働
者
の
義
務
違
反
の
存
否
自
体
を
判
断
す
る
た
め
の
枠
組
み
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
責
任
制
限
法
理
は
、
労
働
者
に
義
務
違
反
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
制
限
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
営
判
断
原
則
等
と
責
任
制
限
法
理
と
は
、
択
一
的
な
い
し
代
替
的
な
関
係
に
立
つ
わ
け
で
は
な
く
、
両

立
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、O

tto

は
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
し
た
上
で
、
義
務
違
反
の
在
否
の
判
断
に

お
い
て
経
営
判
断
原
則
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る）

（11
（

。

し
た
が
っ
て
、M

artens

ら
の
見
解
の
特
徴
は
、
経
営
判
断
原
則
等
の
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
自
体
で
は
な
く
、
経
営
判
断
原
則
等
の
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枠
組
み
を
用
い
た
結
果
と
し
て
労
働
者
に
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
責
任
制
限
法
理
を
適
用
し
な
い
（
そ
の
必
要
が
な
い
）

と
す
る
点
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、M

artens

は
、
上
記
枠
組
み
の
下
で
労
働
者
に
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

労
働
者
が
重
過
失
で
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
結
局
労
働
者
は
損
害
賠
償

義
務
を
負
う
と
い
う
結
論
に
変
わ
り
は
な
い
と
す
る）

（1（
（

。
た
だ
し
、
前
述
の
と
お
り
、
近
時
の
判
例
の
傾
向
で
は
、
重
過
失
の
場
合
に
も
損

害
賠
償
責
任
が
制
限
さ
れ
う
る
た
め
、
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
の
範
囲
は
変
わ
り
う

る
こ
と
に
な
る
。

③Pander

の
見
解

Pander

も
、
基
本
的
に
はM

artens

ら
と
同
様
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
具
体
的
な
業
務
に
よ
っ
て
区
別
し
、
管
理
職
特
有
の
業
務
に

関
し
て
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
が
、
管
理
職
特
有
の
業
務
に
関
し
て
も
損
害
賠
償
額
の
範
囲
を
相

当
な
程
度
に
制
限
す
る
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
る
。Pander

に
よ
れ
ば
、
管
理
職
員
特
有
の
業
務
に
関
し
て
は
、
責
任
制
限
法
理
の
根
拠

で
あ
る
組
織
へ
の
組
み
入
れ
及
び
指
揮
従
属
性
が
妥
当
し
な
い
が
、
も
う
一
つ
の
根
拠
で
あ
る
生
活
の
危
殆
化
か
ら
の
労
働
者
の
保
護
に

つ
い
て
は
妥
当
す
る
。
そ
の
た
め
、
通
常
の
労
働
者
の
重
過
失
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
観
点
か
ら
損
害
賠
償
の
範
囲
が
相
当
程
度
に
制

限
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る）

（10
（

。
こ
の
見
解
は
、
重
過
失
に
関
す
る
近
時
の
判
例
の
傾
向
も
踏
ま
え
、M

artens

ら
の
見
解
よ
り
も
、

管
理
職
員
の
労
働
者
と
し
て
の
保
護
の
必
要
性
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
５
）
責
任
制
限
法
理
の
強
行
法
的
性
格
を
否
定
す
る
見
解

Sandm
ann

は
、
基
本
的
に
は
、
管
理
職
員
に
つ
い
て
も
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
立
場
で
あ
る）

（10
（

が
、
責
任
制
限
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法
理
に
強
行
法
的
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
管
理
職
員
へ
の
特
別
な
取
扱
い
を
主
張
す
る）

（10
（

。

前
述
の
と
お
り
、
連
邦
労
働
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
責
任
制
限
法
理
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
不
利
な
逸
脱
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、

片
面
的
に
強
行
法
的
な
性
格
を
有
す
る）

（10
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、Sandm
ann

は
、
管
理
職
員
に
つ
い
て
は
、
合
意
に
よ
っ
て
責
任
制
限
法
理

か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
能
力
に
基
づ
き
、
自
ら
の
仕
事
を
自
由
市
場
に
お
い
て
も
提
供
す
る
こ

と
の
で
き
る
管
理
職
員
に
関
し
て
は
、
自
由
市
場
に
お
い
て
独
立
し
た
企
業
家
（selbstständiger�U

nternehm
er

）
と
し
て
そ
の
仕
事

を
提
供
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
完
全
な
責
任
の
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
該
管
理
職
員
の
自
由
な
判
断
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
と
し
て
働
き
つ
つ
、
そ
こ
で
責
任
制
限
法
理
と
は
異
な
る
合
意
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
当

該
管
理
職
員
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
や
取
引
慣
行
に
照
ら
し
て
、
自
由
市
場
に

お
い
て
独
立
し
た
企
業
家
と
し
て
そ
の
仕
事
を
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
、
特
別
な
取
扱
い
を
受
け
る
管
理
職
員

の
要
件
と
さ
れ
て
お
り
、
管
理
職
員
の
中
で
も
そ
の
よ
う
な
能
力
を
有
し
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
責
任
制
限
法
理
か
ら
逸
脱
す
る
合

意
の
可
能
性
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
根
拠
は
、
上
記
能
力
を
有
す
る
管
理
職
員
の
場
合
に
は
、
労
働
契
約
当
事
者
間
の
構
造
的

な
不
均
衡
が
存
在
せ
ず
、
私
的
自
治
の
観
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
責
任
制
限
法
理
か
ら
逸
脱
す
る
合
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
上
記
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
他
に
、
逸
脱
す
る
旨

の
合
意
が
明
確
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
管
理
職
員
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
た
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
手
当
の
支
払
い
が
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
す
る）
（10
（

。

こ
の
見
解
は
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
し
つ
つ
、
管
理
職
員
の
高
度
な
能
力
に
着
目
し
、
独
立
し
た
企
業
家
と

し
て
仕
事
を
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
能
力
を
有
し
て
い
る
た
め
に
使
用
者
と
の
間
の
交
渉
力
の
対
等
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
合

意
に
よ
る
責
任
制
限
法
理
の
逸
脱
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、Pander
は
、Sandm

ann

の
見
解
に
よ
れ
ば
、
あ
る
労
働
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者
が
管
理
職
員
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
当
該
労
働
者
が
独
立
し
た
企
業
家
と
し
て
も
仕
事
を
提
供
で
き
る
ほ
ど
の
能
力

を
有
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
実
用
的
な
も
の
と
言
え
る
か
疑
わ
し
い
と
批
判
す
る）

（10
（

。Sandm
ann

の
見
解

に
つ
い
て
も
、
適
用
否
定
説
と
同
様
、
特
別
な
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
管
理
職
員
の
範
囲
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
妥
当
す
る
と
い

え
よ
う
。

Ⅳ　

ま
と
め

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
責
任
制
限
法
理
と
管
理
職
労
働
者
（
管
理
職
員
）
と
の
関
係
に
つ
き
検
討
を
行
っ
た
。
連
邦
通
常
裁

判
所
は
、
当
初
、
管
理
職
員
が
そ
の
業
務
遂
行
に
際
し
広
範
な
裁
量
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
使
用
者
の
配
慮
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
と

し
て
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
責
任
制
限
法
理
の
根
拠
が
、
使
用
者
の
配
慮
義
務
か
ら
経

営
リ
ス
ク
の
負
担
関
係
へ
と
転
換
し
た
こ
と
で
、
こ
の
立
場
は
そ
の
前
提
を
欠
く
も
の
と
な
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
二
〇
〇
一
年
判

決
に
よ
り
従
来
の
立
場
を
改
め
、
管
理
職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
学
説
の
多
数
も
、
管
理

職
員
へ
の
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
肯
定
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
た
る
根
拠
は
、
管
理
職
員
の
労
働
者
性
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
管
理

職
員
も
、
労
働
者
と
し
て
保
護
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
の
労
働
者
と
同
様
に
、
責
任
制
限
法
理
を
適
用
す
べ
き
と
す

る
の
で
あ
る
。
管
理
職
員
も
要
保
護
性
の
認
め
ら
れ
る
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
出
発
点
と
し
た
上
で
、
特
別
規
制
に
よ
る
類
型
化

し
た
形
で
の
処
理
で
は
な
く
、
責
任
制
限
法
理
の
枠
組
み
の
中
で
管
理
職
員
に
特
有
の
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
具
体
的

な
事
案
に
応
じ
た
よ
り
柔
軟
な
紛
争
解
決
を
可
能
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
処
理
に
は
、
紛
争
解
決
の
予
測
可
能

性
が
低
下
す
る
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。



93　阪経法論 86（’22. 3）

ドイツ法における管理職労働者への責任制限法理の適用関係

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
で
は
、
業
務
遂
行
に
お
け
る
裁
量
の
程
度
で
は
な
く
、
管
理
職
員
の
担
う
使
用
者
と
し
て
の
機
能
に
着
目
し
て
、

責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
全
面
的
な
い
し
は
部
分
的
に
否
定
す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
管
理
職
員
が
、
経
営

判
断
や
労
働
組
織
の
管
理
運
営
と
い
っ
た
使
用
者
と
し
て
の
機
能
を
担
う
こ
と
か
ら
、
責
任
判
断
の
点
で
も
、
責
任
制
限
法
理
で
は
な
く
、

使
用
者
（
役
員
）
の
場
合
と
類
似
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
、
管
理
職
員
の
権
限
と
責
任
を
一
致
さ
せ
る

も
の
で
あ
り
、
管
理
職
員
の
労
働
者
と
し
て
の
側
面
よ
り
も
使
用
者
と
し
て
の
側
面
を
強
調
す
る
も
の
と
い
え
る
。

と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
業
務
に
よ
っ
て
責
任

判
断
の
方
法
を
区
別
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
か
否
か
に
よ
っ
て
責
任
制
限

法
理
の
適
用
を
区
別
す
る
と
い
う
発
想
は
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
ポ
イ

ン
ト
は
、
業
務
に
よ
っ
て
区
別
す
る
見
解
も
、
管
理
職
員
の
社
会
的
保
護
の
必
要
性
自
体
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
責
任
制
限
法
理
の
適
用
は
否
定
し
つ
つ
、
損
害
賠
償
額
の
範
囲
に
一
定
の
限
定
を
加
え
よ
う
と
す
るPander

の
見
解
が

よ
り
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
管
理
職
員
の
要
保
護
性
を
前
提
に
、
そ
の
担
う
機
能
の
具
体
的
な
内
容
に
応
じ
て
責
任
判
断

の
方
法
を
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、
管
理
職
員
の
業
務
の
実
態
に
即
し
た
利
益
調
整
を
図
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
管
理
職
員
の

特
別
規
制
は
、
保
護
の
必
要
性
が
な
い
こ
と
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
保
護
の
必
要
性
を
前
提
と
し
た
利
益
調
整

の
方
法
と
し
て
そ
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
管
理
職
員
の
概
念
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
が
適
用
肯
定
説
の
根
拠
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
判
例
法
理
と
の
関
係

で
管
理
職
労
働
者
の
特
別
規
制
を
検
討
す
る
際
に
は
、
そ
の
対
象
範
囲
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る
か
が
特
に
大
き
な
課
題
と
な
る
。
こ
の

点
に
つ
き
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
管
理
職
員
の
定
義
が
法
律
上
統
一
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
事
業
所
組
織
法
上
の
定
義
が
中
心
的
な
定
義

規
定
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
定
義
を
範
と
す
る
方
法
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
特
別
規
制
の
根
拠
が
異
な
る
他
の
領
域
に
定
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義
を
援
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
正
当
性
が
な
お
問
題
と
な
る
。
翻
っ
て
、
日
本
法
で
は
、
管
理
職
労
働
者
に
関
す
る
範
と
な
る
よ
う
な

定
義
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
対
象
範
囲
の
画
定
は
よ
り
困
難
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
で
、
適
用
肯
定
説
の
よ
う
に
、
特
別
規
制
で

は
な
く
通
常
の
労
働
者
と
同
様
の
枠
組
み
を
用
い
つ
つ
、
総
合
考
慮
の
中
で
管
理
職
特
有
の
事
情
を
考
慮
す
る
と
い
う
方
法
は
現
実
的
な

対
応
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
1
）	

安
西
愈
『
部
下
を
も
つ
人
の
た
め
の
人
事
・
労
務
の
法
律　

第
六
版
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
八
頁
参
照
。

（
2
）	

労
基
法
一
〇
条
は
、
同
法
に
お
け
る
「
使
用
者
」
を
「
事
業
主
又
は
事
業
の
経
営
担
当
者
そ
の
他
そ
の
事
業
の
労
働
者
に
関
す
る
事
項
に
つ
い

て
、
事
業
主
の
た
め
に
行
為
を
す
る
す
べ
て
の
者
」
と
定
義
し
て
お
り
、
管
理
職
労
働
者
も
「
使
用
者
」
と
し
て
労
基
法
上
の
責
任
を
負
う
場

合
が
あ
る
。

（
3
）	

管
理
監
督
者
は
、
労
働
時
間
規
制
の
適
用
除
外
に
加
え
、
原
則
と
し
て
労
基
法
に
お
け
る
過
半
数
代
表
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て

い
る
（
労
基
法
施
行
規
則
六
条
の
二
第
一
項
一
号
）。

（
4
）	

拙
稿
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
管
理
職
労
働
者
に
関
す
る
解
雇
規
制
」
日
本
労
働
法
学
会
誌
一
三
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）
二
一
九
頁
以
下
参
照
。

（
5
）	

米
津
孝
司
「
な
ぜ
労
働
法
は
強
行
法
な
の
か
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
八
五
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
六
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
大
内
伸
哉
「
従

属
労
働
者
と
自
営
業
者
の
均
衡
を
求
め
て
」
中
嶋
士
元
也
先
生
還
暦
記
念
論
集
刊
行
委
員
会
編
『
労
働
関
係
法
の
現
代
的
展
開
』（
信
山
社　

二
〇
〇
四
年
）
四
七
頁
以
下
、
厚
生
労
働
省
「
働
き
方
の
未
来
二
〇
三
五
：
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
た
め
に
」
懇
談
会
報
告
書
（
二
〇
一
六
年
）

一
四
頁
以
下
、
西
谷
敏
『
労
働
法
の
基
礎
構
造
』（
法
律
文
化
社　

二
〇
一
六
年
）
二
一
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
6
）	

な
お
、
日
本
に
お
い
て
も
、
判
例
は
、
損
害
の
衡
平
な
分
担
と
い
う
見
地
か
ら
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
に
限
定
を
加
え
て
い
る
（
茨
城
石
炭

商
事
事
件
・
最
判
昭
和
五
十
一
年
七
月
八
日
民
集
三
〇
巻
七
号
六
八
九
頁
、
福
山
通
運
事
件
・
最
判
令
和
二
年
二
月
二
十
八
日
民
集
七
四
巻
二

号
一
〇
六
頁
）
が
、
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
日
本
の
判
例
法
理
と
管
理
職
労
働
者
と
の
関
係
に
つ
き
、
な
ん
ら
か
の
主
張
を
行
う
こ
と
を
直
接
の

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
7
）	

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
労
働
者
の
責
任
制
限
法
理
に
関
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
細
谷
越
史
『
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
』（
成
文
堂　
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二
〇
一
四
年
）、
荒
木
尚
志
・
山
川
隆
一
・
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
編
『
諸
外
国
の
労
働
契
約
法
制
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
四
一
頁
以
下
〔
皆

川
宏
之
執
筆
〕
を
参
照
。

（
8
）	V

gl.�Reichold,�in:�K
iel/Lunk/O

etker�

（H
rsg.

）,�M
ünchener�H

andbuch�zum
�A
rbeitsrecht�Bd.（,�（.�A

ufl.,�（0（（,�

§（7,�Rn.�（ff.�
S.�（（（（ff.;�Roloff,�K

ein�

”Alles�oder�nichts

“�A
ktuelle�Rechtsprechung�des�A

chten�Senats�des�Bundesarbeitsgerichts�zur�
H
aftung�im

�A
rbeitsverhältnis,�JbA

rbR�（（,�（0（（,�S.7（ff;�Schiem
ann,�in:�Staudinger�Bürgerliches�Gesetzbuch,�

§§（（（-（（（,�
（0（7,

§（（（,�Rn.（ff.

（
9
）	V

gl.�Reichold,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（

）,�

§（7,�Rn.（.

（
10
）	V

gl.�Preis,�in:�M
üller-Glöge/Preis/Schm

idt�（H
rsg.

）,�Erfurter�K
om
m
entar�zum

�A
rbeitsrecht,�（（.A

ufl.,�（0（（,�S.（（（（.

（
11
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（（7,�A
P�N
r.（�zu�

§§（（（,（（（�RV
O
.

（
12
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
13
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers;�BA
G�v.�（（.�（.�（（（0,�A

P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�

H
aftung�des�A

rbeitnehm
ers.

（
14
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
一
六
頁
以
下
。

（
15
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（（7,�A
P�N
r.（�zu�

§§（（（,�（（（
RV
O
.

（
16
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
一
五
頁
以
下
。

（
17
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（70,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
18
）	BA

G�v.�（.�（（.�（（70,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
19
）	BA
G�v.�（7.�（.�（（（（,�A

P�N
r.（0（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
20
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
一
〇
二
頁
以
下
。

（
21
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
一
〇
六
頁
。

（
22
）	

な
お
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
改
正
に
伴
い
、
労
働
者
の
責
任
制
限
の
根
拠
を
契
約
に
基
づ
く
責
任
制
限
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
七
六
条
一
項
）
に
求
め

る
見
解
も
主
張
さ
れ
た
（V

gl.�BT
-D
rucks.�（（/（（（7,�S.（（.

）
が
、
債
務
法
改
正
後
も
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
23
）	BA

G�v.�（（.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
24
）	BA

G�v.�（（.�（（.�（（（7,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.
（
25
）	

こ
の
点
に
関
す
る
判
例
及
び
学
説
の
動
向
に
つ
い
て
、
細
谷
・
前
掲
注
7
）
五
五
頁
以
下
参
照
。

（
26
）	O

tto,�in:�O
tto/Schw

arze/K
rause,�D

ie�H
aftung�des�A

rbeitnehm
ers,�（.�A

ufl.,�（0（（,�

§（,�Rn.（（.

（
27
）	BA

G�v.�（（.�（0.�（（（（,�A
P�N
r.（7�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers;�BA
G�v.�（（.�（（.�（00（,�A

P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�

H
aftung�des�A

rbeitnehm
ers;�BA

G�v.�（（.�（0.�（0（0,�A
P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
28
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
七
七
頁
以
下
。

（
29
）	BA

G�v.�（（.�（.�（00（,�A
P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
30
）	BA

G�v.�（7.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�M

ankohaftung;�BA
G�v.�（.�（.�（00（,�A

P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�
A
rbeitnehm

ers.

（
31
）	BA

G�v.�（（.�（.�（0（（,�A
P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
32
）	BA

G�v.�（7.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�M

ankoH
aftung.

（
33
）	V

gl.�BT
-D
rucks.�（（/70（（,�S.（0（.

（
34
）	

拙
稿
「
管
理
職
労
働
者
と
解
雇
規
制
―
ド
イ
ツ
解
雇
法
制
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
（
（
）」
法
学
論
叢
一
八
九
巻
二
号
（
二
〇
二
一
年
）
三
五

頁
以
下
参
照
。

（
35
）	

事
業
所
組
織
法
五
条
三
項
、
解
雇
制
限
法
一
四
条
二
項
、
労
働
裁
判
所
法
二
二
条
二
項
二
号
。

（
36
）	

管
理
職
代
表
委
員
会
法
一
条
一
項
、
共
同
決
定
法
三
条
一
項
、
労
働
時
間
法
一
八
条
一
項
一
号
。

（
37
）	

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
者
を
把
握
す
る
概
念
と
し
て
、
管
理
職
員
と
は
別
に
、「
管
理
層
職
員
（Führungskraft

）」
と
い
う
概

念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
き
、石
塚
史
樹
『
現
代
ド
イ
ツ
企
業
の
管
理
層
職
員
の
形
成
と
変
容
』（
明
石
書
店　

二
〇
〇
八
年
）
参
照
。

（
38
）	

岸
田
尚
友
『
経
営
参
加
の
社
会
学
的
研
究
』（
同
文
館　

一
九
七
八
年
）
三
二
五
頁
は
、
ド
イ
ツ
で
管
理
職
員
と
い
う
場
合
、
企
業
の
最
上
層

部
に
位
置
し
、
日
本
に
お
け
る
平
取
締
役
兼
部
長
と
い
っ
た
人
々
と
ほ
ぼ
同
一
の
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
課
長
や
係
長
の
よ
う
な

中
間
管
理
者
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
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（
39
）	BGH

�v.�（（.�（.�（（（（,�V
ersR�（（（（,�S.（7（.�

た
だ
し
、
こ
の
事
件
は
、
当
該
労
働
者
の
損
害
賠
償
責
任
そ
れ
自
体
が
直
接
問
題
と
な
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
銀
行
（
原
告
）
が
、
土
地
債
務
の
設
定
及
び
交
渉
を
行
っ
た
公
証
人
（
被
告
）
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
事
案
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
当
該
損
害
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
う
る
の
は
被
害
者
で
あ
る
銀
行
が
他
の
方
法
で
損
害
賠
償
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限

ら
れ
る
と
の
立
場
か
ら
、
他
の
方
法
と
し
て
、
当
該
労
働
者
の
銀
行
に
対
す
る
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
を
検
討
し
た
に
と
ど
ま
る
。

（
40
）	BGH

�v.�7.�（0.�（（（（,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.�

こ
の
事
件
も
、
前
掲
注
（（
）
判
決
と
同
様
、
法
律
顧
問

の
損
害
賠
償
責
任
自
体
が
直
接
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
公
証
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
事
案
に
お
い
て
、
原
告
が
損
害
賠
償
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
他
の
方
法
と
し
て
、
法
律
顧
問
の
損
害
賠
償
責
任
の
有
無
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
41
）	M

artens,�D
as�A

rbeitsrecht�der�leitenden�A
ngestellten,�（（（（,�S.（（（.

（
42
）	H

anau,�D
ie�Rechtsprechung�des�Bundesgerichtshofs�zur�H

aftung�im
�A
rbeitsverhältnis,�in:�D

eutsch/K
lingm

üller/
K
ullm
ann,�Festschrift�für�Erich�Steffen�zum

�（（.�Geburtstag�am
�（（.�M

ai�（（（（,�（（（（,�S.（（0.

（
43
）	BGH

�v.�（（.�（.�（（（（,�D
B�（（（（,�S.（（7（.

（
44
）	BGH

�v.�7.�（0.�（（（（,�A
P�N
r.（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
45
）	W

alterm
ann,�Risikozuw

eisung�nach�den�Grundsätzen�der�beschränkten�A
rbeitnehm

erhaftung,�RdA
�（00（,�S.（00.

（
46
）	BA

G�v.�（（.�（（.�（（7（,�A
P�N
r.（0�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
47
）	BGH

�v.�（（.�（.�（（（（,�V
ersR�（（（（,�S.（7（;�BGH

�v.�7.�（0.�（（（（,�A
P�N
r.（（�zu

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
48
）	

細
谷
・
前
掲
注
7
）
四
七
頁
。
た
だ
し
、
そ
の
後
も
連
邦
通
常
裁
判
所
は
そ
の
立
場
を
し
ば
ら
く
維
持
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
49
）	v.�（（.�（.�（（（（,�BGBl.（,�S.�（（（7.

（
50
）	

拙
稿
「
管
理
職
労
働
者
と
解
雇
規
制
―
ド
イ
ツ
解
雇
法
制
を
手
掛
か
り
と
し
て
―
（
（
）」
法
学
論
叢
一
八
八
巻
一
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
〇

頁
以
下
参
照
。

（
51
）	BA

G�v.�（7.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（0（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
52
）	O

tto,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�

§7,�Rn.�（.
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（
53
）	BGH

�v.�（（.�（.�（00（,�D
B�（00（,�S.（770.

（
54
）	B

röckner,�N
ebenpflichten�und�H

aftung�von�A
rbeitnehm

ern�in�F
ührungspositionen,�（0（（,�S.（（（;�F

ritz,�
H
aftungsbegrenzung�bei�Führungskräften,�N

ZA
�（0（7,�S.（7（.

（
55
）	LA

G�N
iedersachsen�v.�7.�7.�（00（,�LA

GE�

§（（（
BGB�A

rbeitnehm
erhaftung�N

r.（（;�LA
G�Rheinland-Pfalz�v.�（（.�（.�（0（（�（-Sa�

（（（/（（,�juris.�

（
56
）	Entzeroth,�D

er�leitende�A
ngestellte�im

�Individualarbeitsrecht,�（0（0,�S.（（（.

（
57
）	BA

G�v.�（（.�（0.�（007,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�M

obbing.

（
58
）	LA

G�H
am
m
�v.�（.�（.�（00（-（（�Sa�7（/0（,�juris.

（
59
）	BA

G�v.�（（.�（（.�（（7（,�A
P�N
r.（0�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
60
）	Fritz,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（.

（
61
）	Bieder,�Einschränkungen�der�privilegierten�A

rbeitnehm
erhaftung�für�leitende�A

ngestellte,�D
B�（00（,�S.（（（.�

な
お
、
労
働
者

が
第
三
者
か
ら
損
害
賠
償
請
求
を
さ
れ
た
場
合
、
当
該
労
働
者
は
、
使
用
者
に
対
し
て
、
労
働
契
約
当
事
者
間
で
の
損
害
分
配
の
範
囲
で
、
第

三
者
の
賠
償
請
求
か
ら
免
責
さ
れ
る
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
（Freistellungsanspruch

）
を
有
す
る
（
細
谷
・
前
掲
注
7
）
一
九
頁
）。

（
62
）	Bröckner,�a.�a.�O

,�

（A
nm
.（（

）,�S.（（7;�Pander,�in:�K
elber/Zeißig/Birkenfeld,�Rechtshandbuch�Führungskräfte,�（0（（,�S.�（77;�

Fritz,�a.�a.�O
,�

（A
nm
.（（

）,�S.（7（.�

こ
れ
に
対
し
て
、K

rause,�Geklärte�und�ungeklärte�Problem
e�der�A

rbeitnehm
erhaftung,�

N
ZA
�（00（,�S.（（（

は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
二
〇
〇
一
年
判
決
を
理
由
に
、
管
理
職
員
に
責
任
制
限
法
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
疑

い
が
な
い
と
す
る
。

（
63
）	BGH

�v.�（（.�（.�（00（,�D
B�（00（,�S.（770.

（
64
）	K

rause,�a.�a.�O
,�

（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f;�W
alterm

ann,�a.�a.�O
,�

（A
nm
.（（

）,�S.（00;�Joussen,�D
er�persönliche�A

nw
endungsbereich�

der�A
rbeitnehm

erhaftung,�RdA
�（00（,�S.（（（ff;�Reichold,�in:�Richardi/W

lotzke/W
ißm
ann/O

etker,�M
ünchener�H

andbuch�
zum
�A
rbeitsrecht�Bd.（,�（.�A

ufl.,�（00（,�

§（（,�Rn.（（;�Entzeroth,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f;�O
tto,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�

§7,�Rn.�（;�
Fischinger,�H

aftungsbeschränkung�im
�Bürgerlichen�Recht,�（0（（,�S.（70ff.
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（
65
）	W

alterm
ann,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（00;�auch�H
anau,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（0.
（
66
）	Fischinger,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（.

（
67
）	Joussen,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f;�auch�Fischinger,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（70f.

（
68
）	Joussen,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.

（
69
）	Sandm

ann,�D
ie�H
aftung�von�A

rbeitnehm
ern,�Geschäftsführern�und�leitenden�A

ngestellten,�（00（,�S.�（（（f.

（
70
）	Joussen,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（;�auch�Reichold,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�

§（（,�Rn.�（（;�Fischinger,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（.

（
71
）	M

elot�de�Beauegard/Baur,�D
ie�H
aftung�des�leitenden�A

ngestellten,�D
B�（0（（,�S.�（7（（.

（
72
）	Fischinger,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（.

（
73
）	K

rause,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（;�W
alterm

ann,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（00;�Joussen,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（;�Reichold,�a.�
a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�
§（（,�Rn.�（（;�O

tto,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�
§7,�Rn.�（.

（
74
）	K

aiser,�Leitende�A
ngestellte,�A

R-Blattei�SD
�70.�（,�（（（（,�Rn.�（（（ff.

（
75
）	K

aiser,�a.�a.�O
,�（A
nm
.7（

）,�Rn.�（（（.

（
76
）	

な
お
、K

oller,�A
nm
erkung�zu�BA

G�Beschluß�v.�（7.�（.�（（（（,�SA
E�（（（（,�S.（

は
、
責
任
制
限
法
理
の
管
理
職
員
へ
の
適
用
を
肯
定
す

る
立
場
か
ら
、
一
九
九
四
年
大
法
廷
決
定
が
責
任
制
限
法
理
の
根
拠
と
し
て
「
事
業
の
組
織
化
に
関
す
る
責
任
」
を
挙
げ
た
点
に
つ
き
、
責
任

制
限
法
理
の
適
用
を
下
級
職
員
等
に
限
定
す
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
し
て
、
当
該
大
法
廷
決
定
を
批
判
す
る
。

（
77
）	K

aiser,�a.�a.�O
,�（A
nm
.7（

）,�Rn.�（（（.

（
78
）	K

aiser,�a.�a.�O
,�（A
nm
.7（

）,�Rn.�（（0.

（
79
）	LA
G�N
iedersachsen�v.�7.�7.�（00（,�LA

GE�

§（（（
BGB�A

rbeitnehm
erhaftung�N

r.�（（.

（
80
）	

な
お
、
細
谷
・
前
掲
注
7
）
八
三
頁
は
、
本
判
決
に
つ
き
、「
経
営
リ
ス
ク
の
帰
責
に
重
心
が
置
か
れ
て
お
り
、
労
働
者
の
社
会
的
保
護
の
観

点
は
必
ず
し
も
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
評
す
る
。

（
81
）	Entzeroth,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.�

（
82
）	V

gl.�Pander,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（.
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（
83
）	Peifer,�N

eueste�Entw
icklung�zu�Fragen�der�A

rbeitnehm
erhaftung�im

�Betrieb,�ZfA
�（（（（,�S.�77.

（
84
）	K

rause,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f.
（
85
）	Peifer,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�77.
（
86
）	BA

G�v.�（（.�（（.�（（7（,�A
P�N
r.（0�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
87
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（ff.

（
88
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（ff.

（
89
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f.

（
90
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.

（
91
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.

（
92
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（f.

（
93
）	BA

G�v.�（（.�（（.�（（7（,�A
P�N
r.（0�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�A
rbeitnehm

ers.

（
94
）	Bürkle/Fecker,�Business�Judgm
ent�Rule:�U

nternehm
erischer�H

aftungsfreiraum
�für�leitende�A

ngestellte,�N
ZA
�（007,�S.�

（（（ff.

（
95
）	Bürkle/Fecker,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.

（
96
）	

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
経
営
判
断
原
則
に
関
し
て
、
福
瀧
博
之
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
経
営
判
断
の
原
則
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
七
巻
四
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
二
頁
、
高
橋
英
治
『
会
社
法
の
継
受
と
収
斂
』（
有
斐
閣　

二
〇
一
六
年
）
三
三
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
97
）	

株
式
法
九
三
条
一
項
二
文
自
体
は
、
株
式
会
社
の
取
締
役
構
成
員
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
が
、
経
営
判
断
原
則
は
、
有
限
会
社
の
業
務
執
行

者
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
企
業
形
態
に
お
け
る
企
業
家
と
し
て
の
決
定
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
福
瀧
・
前
掲
注
（（
）
一
六
一
頁
以
下
）。

（
98
）	Bürkle/Fecker,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（ff;�auch�Bröckner,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（ff.

（
99
）	

こ
の
点
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
企
業
家
と
し
て
の
判
断
及
び
労
働
組
織
の
管
理
が
、「
管
理
職
員
に
特
有
の
業
務
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
も

の
と
い
え
る
。

（
100
）	O

tto,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�

§7,�Rn.�（.
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（
101
）	M

artens,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.
（
102
）	Pander,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（7（ff.�

こ
れ
に
対
し
て
、Bürkle/Fecker,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.（（（

は
、
そ
の
よ
う
な
体
系
的
に
根
拠

づ
け
ら
れ
な
い
努
力
は
不
要
と
す
る
。

（
103
）	Sandm

ann,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（ff.

（
104
）	Sandm

ann,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（0ff.

（
105
）	BA

G�v.�（7.�（.�（（（（,�A
P�N
r.（�zu�

§（（（
BGB�M

ankohaftung;�BA
G�v.�（.�（.�（00（,�A

P�N
r.（（（�zu�

§（（（
BGB�H

aftung�des�
A
rbeitnehm

ers.

（
106
）	Sandm

ann,�a.�a.�O
,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（0.

（
107
）	Pander,�a.�a.�O

,�（A
nm
.（（

）,�S.�（（（.

※
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
２
１
Ｋ
１
３
１
９
９
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




